
中山間地域の振興についてのパブリックコメントの実施結果 
 

中山間振興・定住促進課 

 

１ 募集期間  平成２３年１２月１２日（月）から平成２４年１月４日（水）まで 
 

２ 意見件数  １５件（応募者数１１名） 

 

３ 意見内容と対応案 

意見内容（要旨） 対  応  案 

【中山間地域の振興全般について】 

・買い物の機会や生活交通の確保、見守り活動な

どは過疎・高齢化の進む中山間地域のライフライ

ンであり、強力な施策展開を期待する。 

 

 

 

・中山間地域の住民が住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、日常生活交通や買い物の利便性の向上、保健

医療・福祉サービスの充実、消防防災体制の強化、地域

の見守り体制の確立など、住民の安全・安心な生活環境

の確保・充実を図るための取組を強力に推進していく。 

 

施策に 

反映 

・農林業、公共事業が今日のようでは、全てが作

文に終わる。今後は老人福祉であり、生活保護の

問題となる。 

・次期中山間地域対策では、過疎・高齢化が進展する地

域の厳しい現状に鑑み、保健医療・福祉サービスの充実

や農林業をはじめとする産業の振興等の取組をこれまで

以上に強力に推進し、中山間地域の振興を図っていく。 

施策に 

反映 

・中山間地域に投資すべきではない。費用対効果

が悪すぎる。 

・中山間地域の振興は、地域住民が誇りをもって安心し

て生活を営み、その資源と公益的機能を次世代に引き継

ぐために必要であり、今後も費用対効果を勘案しつつ、

必要な施策への思い切った重点投資を図るなど、積極的

に取り組んでいく。 

対応 

困難 

【買い物弱者支援について】 

・独り暮らしの高齢の母親のために週末毎に買い

物して実家に帰るが、かなりの負担。移動購買車

が来るようになり、少し楽になったが、田舎では

次々と店が無くなっており、高齢者にとって買い

物は深刻な問題であり、対策が必要。 

 

・買い物の利便性の向上について、重点的に取り組む施

策として新たに条例に規定し、移動販売や宅配、買い物

代行、集落コンビニ等の様々な買い物サービスの取組へ

の支援を強化して、買い物困難地域における日常的な

買い物機会の確保、利便性の維持・向上を図っていく。 

 

条例・ 

施策に 

反映 

・高齢者の増加や食料品店の減少に伴い、食料

品アクセス問題が顕在化している。高齢者の健康

と栄養問題に代表されるフードデザート等、多様

な側面からの問題解決が必要。 

・買い物環境の悪化は、生鮮食料品等の入手困難による

食事の栄養不足やバランスの偏りによる健康被害にも繋

がる問題であり、買い物サービスの支援強化に加えて、

高齢者への保健医療サービスや見守り活動等とも連携し

ながら対策に取り組んでいく。 

施策に 

反映 

【農林業の振興について】 

・中山間地域では農業の振興が必須だが、ＴＰＰ

の結果次第では何もかも駄目になる恐れがあり、

万全の対策が必要。 

 

 

 

・経営規模が小さく収益性が低い農家が多い本県におい

ては、ＴＰＰ参加が農業経営等に及ぼす影響が甚大と考

えられることから、これまで繰り返し国へ慎重に議論を進

めるよう要望してきており、今後も国の動向を注視しなが

ら、必要に応じて要望していく。 

 

今後の 

検討 

課題 

・中山間地域の中心産業である農林業が元気に

ならないと活性化はできない。ＴＰＰ加入など今後

益々逆風が予想される中、中山間地域の農林業

を守るためには相当思い切った施策が必要。 

 

 

 

・地域の特色を生かした農林業の振興を図るため、高付

加価値化農業を目指す６次産業化、農商工連携等の推

進や雇用創出に努める。また、農業生産等への自然エネ

ルギーの導入による経営の効率化等を支援する。更に、

これまでの担い手や作目に着目した施策だけでなく、地

域に着目し、地域での話し合いにより農業を振興する新

たな取組を検討中。 

施策に 

反映 



・中山間地域の活性化策として、山の掃除を提案

する。それほど重労働ではなく、山林の風通しが

良くなり、山が活性化して農産物が取れ、販売も

可能となる。雑木、雑草は燃やして発電して売るこ

ともできる。 

・森林の整備は重要であり、現在、人工林における間伐

の推進のほか、集落等が行う荒廃した里山林の整備やボ

ランティア団体による森林整備活動への支援、木質バイ

オマス発電・熱供給等の検討を進める先進的地域への支

援等を行っている。これらの取組を通じ、今後とも農業に

よる中山間地域の活性化を図っていく。 

施策に 

反映 

・現在の特産品等は、売る側からの視点に偏りが

ち。県内には様々な消費者団体や生協のような買

うための商品開発検討機能を持つ組織もあり、買

う側と一体となったものづくりのアプローチが求め

られる。 

・東京アンテナショップで得た買い手側のニーズ等を商

品開発に活かすための商品改良アドバイス会や専門家

の意見を踏まえた商品開発支援に取り組んできており、

今後更に、小売店との連携による実演販売体験等を通じ

て、買い手側からのアプローチによる商品開発支援を強

化していく。 

条例・ 

施策に 

反映 

【再生可能エネルギーの導入について】 

・東日本大震災に伴う原発事故は、日本のエネル

ギー政策の中長期的なあり方と見直しを問うもの。

再生可能エネルギーの導入を条例に盛り込むべ

きとしている点に賛成し、期待したい。 

 

・再生可能エネルギーの導入について、重点的に取り組

む施策として新たに条例に規定し、豊かな自然環境等を

活かしたエネルギーの利活用を図る取組を推進する。 

再生可能エネルギーの導入・拡大等を図るための計画を

盛り込んだ「とっとり環境イニシアティブプラン」を平成２４

年３月に策定し、順次、必要な施策等に取り組んでいく。 

 

施策に 

反映 

【多機能・複合化の推進について】 

・多機能・複合化の方向に賛成。中山間地域の課

題は多面的で複雑化している。他県でも企業、Ｎ

ＰＯ、行政等が横の連携を模索する機運が生まれ

ており、立場を越えた場の設定が打開への一歩

になる。 

 

・多機能・複合化の取組の推進について、中山間地域振

興の基本方針として新たに条例に規定し、様々な主体に

よる分野を横断した連携や協力、複合化、多機能化の取

組やそのための仕組みづくりを推進・支援して、限られた

人材や資源を有効に活用した地域づくりを進めていく。 

 

条例・ 

施策に 

反映 

・専業農家が減少し、半農半Ｘという生き方も始ま

った。この考え方は複合化の推進を具現化したも

の。地域を支える団体においても、複合経営は、

経営基盤を支え、多様な人材を活用・養成する上

で有効な発想。 

・農業経営については、これまでＩＪＵターンを含めた新規

就農支援策を展開してきた。今後は、定年帰農や兼業農

家等も含めた農業従事者の拡大を更に図るとともに、６次

産業化や地域産業と農業の連携による経営の多角化・複

合化も推進していく。 

施策に 

反映 

【その他】 

・中山間地域振興の多くの課題は、市町村が主体

的な役割を担うもの。それを踏まえて県として何が

できるかの整理が必要。 

 

 

・条例の中で、県の責務、地域振興の中核となる市町村

の役割について規定しており、県、市町村等の適切な役

割分担及び協働の下で、中山間地域の振興に取り組ん

でいく。 

 

既に盛 

り込み 

済み 

・議論の背景にあるデータを示さないと、課題やキ

ーワードの妥当性がピンとこない。条例制定からこ

れまでの経過についての批判的・建設的な議論も

不可欠。 

・懇談会では、日々地域で活動している方々を委員に、

山間集落実態調査の結果等も参考に、中山間地域の現

状や課題の把握、これまでの取組の成果の検証等を踏

まえて、議論・検討を行った。 

その他 

・次期中山間地域対策の重点ポイント、条例見直

し事項等、もっと詳しく教えてほしい。 

・次期中山間地域対策検討懇談会の報告書等の関係資

料を送付済。 

その他 

 


